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直轄業務における入札・契約に係る手続におけるＦＡＸの利用廃止について 

 

「各府省の業務・手続におけるＦＡＸの利用廃止について（依頼）」（令和３年６月７日

付け事務連絡）において、当面の間はＦＡＸの利用の存続が必要な業務・手続を除き、ＦＡ

Ｘの利用を廃止し、電子メール等を利用した業務・手続に切り替えることとされていること

を踏まえ、既存の通知において事業者に対してＦＡＸ番号の記載を求めている規定等を改め

るため、次のとおり通知を改正し、令和３年７月１日以降に手続を開始する業務から適用す

ることとしたので、遺漏なきよう措置されたい。 

 

記 

 

 建設コンサルタント業務等の入札・契約手続の運用について（平成 12年 12月６日付け建

設省厚契発第 43号、建設省技調発第 191号、建設省営建発第 70号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後

欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定で改正後欄にこ

れに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 

 

改 正 後 改 正 前 



 
別紙６－１ 
標準プロポーザル方式の技術提案書提出要請書例

（総合評価型の場合） 
（略） 

〇〇検討業務技術提案書提出要請書 
１．・２． （略） 
３．技術提案書等の提出方法、提出先及び提出期限 

１）技術提案書の提出意思確認書 
① 提出方法：電子入札システムにより提出

すること。ただし、紙入札方
式による場合は電子メール等
（着信を確認すること。）に
よること。 

② 提出先 ：国土交通省〇〇地方整備局〇
〇事務所〇〇課長 
住所    〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇
〇 

ＴＥＬ   〇〇〇－〇〇〇
－〇〇〇〇（内
線〇〇〇） 

（削る）  （削る） 
 
電子メール 〇〇〇＠〇〇

〇．〇〇．〇〇 
③ （略） 

２）技術提案書 
① 提出方法：電子入札システムにより提出

すること。ただし、紙入札方
式による場合は〇部を持参又
は郵送（書留郵便に限
る。）、若しくは１部を電子
メール等（着信を確認するこ
と。）によること。なお、電
子メールで提出する場合は以
下によること。これ以外での
提出は無効とする。 
（略） 
 

②・③ （略） 
４．提出要請書の内容についての質問の受付及び回
答 
１） 質問は電子入札システムにより提出するこ

と。ただし、紙入札方式による場合は持参、
郵送（書留郵便に限る。）又は電子メール等
（着信を確認すること。）によること。な
お、文書には回答を受ける担当窓口の部署、
氏名、電話番号及び電子メールアドレスを併
記するものとする。 

①・② （略） 
２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か

ら７日（行政機関の休日に関する法律（昭和
63年法律第91号）第１条に規定する休日（以
下「休日」という。）を含まない。）以内に
電子入札システムにより行う。ただし、紙入
札方式による場合は、質問者に対して電子メ
ール等により行うほか、質問者以外の全ての
参加者に対して電子メール等により送付す

別紙６－１ 
標準プロポーザル方式の技術提案書提出要請書例

（総合評価型の場合） 
（略） 

〇〇検討業務技術提案書提出要請書 
１．・２． （略） 
３．技術提案書等の提出方法、提出先及び提出期限 

１）技術提案書の提出意思確認書 
① 提出方法：電子入札システムにより提出

すること。ただし、紙入札方
式による場合は電送又は電子
メールによること。（着信を
確認すること。） 

② 提出先 ：国土交通省〇〇地方整備局〇
〇事務所〇〇課長 
住所    〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇
〇 

ＴＥＬ   〇〇〇－〇〇〇
－〇〇〇〇（内
線〇〇〇） 

ＦＡＸ   〇〇〇－〇〇〇
－〇〇〇〇 

電子メール 〇〇〇＠〇〇
〇．〇〇．〇〇 

③ （略） 
２）技術提案書 

① 提出方法：電子入札システムにより提出
すること。ただし、紙入札方
式による場合は〇部を持参又
は郵送（書留郵便に限
る。）、若しくは１部を電送
又は電子メールによること。
（電送又は電子メールの着信
を確認すること。）なお、電
子メールで提出する場合は以
下によること。これ以外での
提出は無効とする。 
（略） 

②・③ （略） 
４．提出要請書の内容についての質問の受付及び回
答 
１） 質問は電子入札システムにより提出するこ

と。ただし、紙入札方式による場合は持参、
郵送（書留郵便に限る。）、電送又は電子メ
ール（着信を確認すること。）によること。
なお、文書には回答を受ける担当窓口の部
署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、電子メール
アドレスを併記するものとする。 

①・② （略） 
２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か

ら７日（行政機関の休日に関する法律（昭和
63年法律第91号）第１条に規定する休日（以
下「休日」という。）を含まない。）以内に
電子入札システムにより行う。ただし、紙入
札方式による場合は、質問者に対して電送又
は電子メールにより行うほか、質問者以外の
全ての参加者に対して電送又は電子メールに



 
る。 

５．・６． （略） 
７．非特定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を含まな
い。）以内に、電子入札システムにより、〇
〇事務所所長に対して非特定理由について説
明を求めることができる。ただし、書面によ
り通知を受けた者は、書面（様式は自由）を
持参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メ
ール等（着信を確認すること。）によるこ
と。 

３）・４） （略） 
８． （略） 

より送付する。 
５．・６． （略） 
７．非特定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を含まな
い。）以内に、電子入札システムにより、〇
〇事務所所長に対して非特定理由について説
明を求めることができる。ただし、書面によ
り通知を受けた者は、書面（様式は自由）を
持参、郵送（書留郵便に限る。）、電送又は
電子メール（着信を確認すること。）による
こと。 

３）・４） （略） 
８． （略） 

別紙６－２ 
標準プロポーザル方式の技術提案書提出要請書例

（技術者評価型の場合） 
（略） 

〇〇業務技術提案書提出要請書 
１．・２． （略） 
３．技術提案書等の提出方法、提出先及び提出期限 

１）技術提案書の提出意思確認書 
① 提出方法：電子入札システムにより提出

すること。ただし、紙入札方
式による場合は電子メール等
（着信を確認すること。）に
よること。 

② 提出先 ：国土交通省〇〇地方整備局〇
〇事務所〇〇課長 
住所    〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇
〇 

ＴＥＬ   〇〇〇－〇〇〇
－〇〇〇〇（内
線〇〇〇） 

（削る）  （削る） 
 
電子メール 〇〇〇＠〇〇

〇．〇〇．〇〇 
③ （略） 

２）技術提案書 
① 提出方法：電子入札システムにより提出

すること。ただし、紙入札方
式による場合は〇部を持参又
は郵送（書留郵便に限
る。）、若しくは１部を電子
メール等（着信を確認するこ
と。）によること。なお、電
子メールで提出する場合は以
下によること。これ以外での
提出は無効とする。 

 
（略） 

②・③ （略） 
４．提出要請書の内容についての質問の受付及び回
答 
１） 質問は電子入札システムにより提出するこ

別紙６－２ 
標準プロポーザル方式の技術提案書提出要請書例

（技術者評価型の場合） 
（略） 

〇〇業務技術提案書提出要請書 
１．・２． （略） 
３．技術提案書等の提出方法、提出先及び提出期限 

１）技術提案書の提出意思確認書 
① 提出方法：電子入札システムにより提出

すること。ただし、紙入札方
式による場合は電送または電
子メールによること。（着信
を確認すること。） 

② 提出先 ：国土交通省〇〇地方整備局〇
〇事務所〇〇課長 
住所    〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇
〇 

ＴＥＬ   〇〇〇－〇〇〇
－〇〇〇〇（内
線〇〇〇） 

ＦＡＸ   〇〇〇－〇〇〇
－〇〇〇〇 

電子メール 〇〇〇＠〇〇
〇．〇〇．〇〇 

③ （略） 
２）技術提案書 

① 提出方法：電子入札システムにより提出
すること。ただし、紙入札方
式による場合は〇部を持参又
は郵送（書留郵便に限
る。）、若しくは１部を電
送、電子メールによること。
（電送又は電子メールの着信
を確認すること。）なお、電
子メールで提出する場合は以
下によること。これ以外での
提出は無効とする。 
（略） 

②・③ （略） 
４．提出要請書の内容についての質問の受付及び回
答 
１） 質問は電子入札システムにより提出するこ



 
と。ただし、紙入札方式による場合は持参、
郵送（書留郵便に限る。）又は電子メール等
（着信を確認すること。）によること。な
お、文書には回答を受ける担当窓口の部署、
氏名、電話番号及び電子メールアドレスを併
記するものとする。 
①・② （略） 

２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か
ら７日（行政機関の休日に関する法律（昭和
63年法律第91号）第１条に規定する休日（以
下「休日」という。）を含まない。）以内に
電子入札システムにより行う。ただし、紙入
札方式による場合は、質問者に対して電子メ
ール等により行うほか、質問者以外の全ての
参加者に対して電子メール等により送付す
る。 

５．・６． （略） 
７．非特定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を含まな
い。）以内に、電子入札システムにより、〇
〇事務所所長に対して非特定理由について説
明を求めることができる。ただし、書面によ
り通知を受けた者は、書面（様式は自由）を
持参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メ
ール等（着信を確認すること。）によるこ
と。 

３）・４） （略） 
８． （略） 

と。ただし、紙入札方式による場合は持参、
郵送（書留郵便に限る。）、電送又は電子メ
ール（着信を確認すること。）によること。
なお、文書には回答を受ける担当窓口の部
署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、電子メール
アドレスを併記するものとする。 
①・② （略） 

２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か
ら７日（行政機関の休日に関する法律（昭和
63年法律第91号）第１条に規定する休日（以
下「休日」という。）を含まない。）以内に
電子入札システムにより行う。ただし、紙入
札方式による場合は、質問者に対して電送又
は電子メールにより行うほか、質問者以外の
全ての参加者に対して電送または電子メール
により送付する。 

５．・６． （略） 
７．非特定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を含まな
い。）以内に、電子入札システムにより、〇
〇事務所所長に対して非特定理由について説
明を求めることができる。ただし、書面によ
り通知を受けた者は、書面（様式は自由）を
持参、郵送（書留郵便に限る。）、電送又は
電子メール（着信を確認すること。）による
こと。 

３）・４） （略） 
８． （略） 

別紙６－３ 
標準プロポーザル方式の技術提案書提出要請書例
（建築関係建設コンサルタント業務の場合） 

（略） 
〇〇〇〇設計業務技術提案書提出要請書 

１．・２． （略） 
３．技術提案書等の提出方法、提出先及び提出期限 

１）技術提案書の提出意思確認書 
① 提出方法：電子入札システムにより提出

すること。ただし、紙入札方
式による場合は電子メール等
（着信を確認すること。）に
よること。 

② 提出先 ：国土交通省〇〇地方整備局〇
〇事務所〇〇課長 
住所    〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇
〇 

ＴＥＬ   〇〇〇－〇〇〇
－〇〇〇〇（内
線〇〇〇） 

（削る）  （削る） 
 
電子メール 〇〇〇＠〇〇

〇．〇〇．〇〇 
③ （略） 

２）技術提案書 
① 提出方法：電子入札システムにより提出

別紙６－３ 
標準プロポーザル方式の技術提案書提出要請書例
（建築関係建設コンサルタント業務の場合） 

（略） 
〇〇〇〇設計業務技術提案書提出要請書 

１．・２． （略） 
３．技術提案書等の提出方法、提出先及び提出期限 

１）技術提案書の提出意思確認書 
① 提出方法：電子入札システムにより提出

すること。ただし、紙入札方
式による場合は電送又は電子
メールとする。ただし、電送
又は電子メールの場合は、着
信を確認すること。 

② 提出先 ：国土交通省〇〇地方整備局〇
〇事務所〇〇課長 
住所    〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇
〇 

ＴＥＬ   〇〇〇－〇〇〇
－〇〇〇〇（内
線〇〇〇） 

ＦＡＸ   〇〇〇－〇〇〇
－〇〇〇〇 

電子メール xxxxx@xxx.mlit.
go.jp 

③ （略） 
２）技術提案書 



 
すること。ただし、紙入札方
式による場合は〇部を持参若
しくは郵送（書留郵便に限
る。受領期限までに必着のこ
と。）又は１部を電子メール
等（着信を確認すること。）
で提出すること。なお、電子
メールで提出する場合は以下
による。これ以外での提出は
無効とする。 
（略） 

 
 
②～④ （略） 

４．提出要請書の内容についての質問の受付及び回
答 
１） 質問は電子入札システムにより提出するこ

と。ただし、紙入札方式による場合は持参、
郵送（書留郵便に限る。）又は電子メール等
（着信を確認すること。）によること。な
お、文書には回答を受ける担当窓口の部署、
氏名、電話番号及び電子メールアドレスを併
記するものとする。 

 
①・② （略） 

２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か
ら７日（休日を除く。）以内に電子入札シス
テムにより行う。ただし、紙入札方式による
場合は質問者に対して電子メール等により行
うほか、質問者以外の全ての参加者に対し電
子メール等により送付する。 

５．・６． （略） 
７．非特定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を除く。）
以内に電子入札システムにより、〇〇地方整
備局長に対して非特定理由について説明を求
めることができる。ただし、書面による通知
を受けた者は、書面（様式は自由）を持参、
郵送（書留郵便に限る。）又は電子メール等
（着信を確認すること。）によること。 

３）・４） （略） 
８．～10． （略） 

① 提出方法：電子入札システムにより提出
すること。ただし、紙入札方
式による場合は〇部を持参、
郵送（書留郵便に限る。受領
期限までに必着のこと。）、
又は１部を電送もしくは電子
メールで提出すること。ただ
し、電送又は電子メールの場
合は、着信を確認すること。
なお、電子メールで提出する
場合は以下による。これ以外
での提出は無効とする。 
（略） 

②～④ （略） 
４．提出要請書の内容についての質問の受付及び回
答 
１） 質問は電子入札システムにより提出するこ

と。ただし、紙入札方式による場合は持参、
郵送（書留郵便に限る。）、電送又は電子メ
ール（持参以外の場合は、到着又は着信を確
認すること。）によること。なお、文書には
回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及
びＦＡＸ番号、電子メールアドレスを併記す
るものとする。 

①・② （略） 
２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か

ら７日（休日を除く。）以内に電子入札シス
テムにより行う。ただし、紙入札方式による
場合は質問者に対して電送又は電子メールに
より行うほか、質問者以外の全ての参加者に
対して電送又は電子メールにより送付する。 

５．・６． （略） 
７．非特定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を除く。）
以内に電子入札システムにより、〇〇地方整
備局長に対して非特定理由について説明を求
めることができる。ただし、書面による通知
を受けた者は、書面（様式は自由）を持参、
郵送（書留郵便に限る。）、電送又は電子メ
ール（着信を確認すること。）によること。 

３）・４） （略） 
８．～10． （略） 

別紙７－１ 
公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の説明書例

（総合評価型の場合） 
（略） 

〇〇検討業務説明書 
１． （略） 
２．担当部局 

〒〇〇〇－〇〇〇〇 〇〇県〇〇市○○町○－〇
－〇 国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所〇〇
課〇〇係 
電話：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 
（削る） 
電子メール：〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇 

３． （略） 

別紙７－１ 
公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の説明書例

（総合評価型の場合） 
（略） 

〇〇検討業務説明書 
１． （略） 
２．担当部局 

〒〇〇〇－〇〇〇〇 〇〇県〇〇市○○町○－〇
－〇 国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所〇〇
課〇〇係 
電話：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 
ＦＡＸ：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 
電子メール：〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇 

３．（略） 



 
４．参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 

１）提出方法：電子入札システムにより提出する
こと。ただし、紙入札方式による
場合は持参、郵送（書留郵便に限
る。）又は電子メール等（着信を
確認すること。）によること。な
お、電子メールで提出する場合は
以下によること。これ以外での提
出は無効とする。 

 
２）・３） （略） 

５．説明書の内容についての質問の受付及び回答 
１） 質問は、電子入札システムにより提出する

こと。ただし、紙入札方式による場合は持
参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メー
ル等（着信を確認すること。）によること。
なお、文書には回答を受ける担当窓口の部
署、氏名、電話番号及び電子メールアドレス
を併記するものとする。 

①・② （略） 
２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か

ら７日（休日を含まない。）以内に電子入札
システムにより行う。ただし、紙入札方式に
よる場合は質問者に対して電子メール等によ
り行うほか、質問者以外の全ての参加者に対
して電子メール等により送付する。 

 
６． （略） 
７．非選定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を含まな
い。）以内に電子入札システムにより、〇〇
事務所所長に対して非選定理由について説明
を求めることができる。ただし、書面により
通知を受けた者は、書面（様式は自由）を持
参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メー
ル等（着信を確認すること。）によること。 

 
３）・４） （略） 
８．～17． （略） 

４．参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 
１）提出方法：電子入札システムにより提出する

こと。ただし、紙入札方式による
場合は持参、郵送（書留郵便に限
る。）、電送又は電子メールによ
ること。（電送又は電子メールの
場合には着信を確認すること。）
なお、電子メールで提出する場合
は以下によること。これ以外での
提出は無効とする。 

２）・３） （略） 
５．説明書の内容についての質問の受付及び回答 

１） 質問は、電子入札システムにより提出する
こと。ただし、紙入札方式による場合は持
参、郵送（書留郵便に限る。）、電送又は電
子メール（着信を確認すること。）によるこ
と。なお、文書には回答を受ける担当窓口の
部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、電子メー
ルアドレスを併記するものとする。 

①・② （略） 
２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か

ら７日（休日を含まない。）以内に電子入札
システムにより行う。ただし、紙入札方式に
よる場合は質問者に対して電送又は電子メー
ルにより行うほか、質問者以外の全ての参加
者に対して電送または電子メールにより送付
する。 

６． （略） 
７．非選定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を含まな
い。）以内に電子入札システムにより、〇〇
事務所所長に対して非選定理由について説明
を求めることができる。ただし、書面により
通知を受けた者は、書面（様式は自由）を持
参、郵送（書留郵便に限る。）、電送又は電
子メール（着信を確認すること。）によるこ
と。 

３）・４） （略） 
８．～17． （略） 

別紙７－２ 
公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の説明書例

（技術者評価型の場合） 
（略） 

〇〇検討業務説明書 
１． （略） 
２．担当部局 

〒〇〇〇－〇〇〇〇 〇〇県〇〇市○○町○－〇
－〇 国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所〇〇
課〇〇係 
電話：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 
（削る） 
電子メール：〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇 

３． （略） 
４．参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 

１）提出方法：電子入札システムにより提出する
こと。ただし、紙入札方式による

別紙７－２ 
公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の説明書例

（技術者評価型の場合） 
（略） 

〇〇検討業務説明書 
１． （略） 
２．担当部局 

〒〇〇〇－〇〇〇〇 〇〇県〇〇市○○町○－〇
－〇 国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所〇〇
課〇〇係 
電話：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 
ＦＡＸ：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 
電子メール：〇〇〇＠〇〇．〇〇．〇〇 

３． （略） 
４．参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 

１）提出方法：電子入札システムにより提出する
こと。ただし、紙入札方式による



 
場合は持参、郵送（書留郵便に限
る。）又は電子メール等（着信を
確認すること。）によること。な
お、電子メールで提出する場合は
以下によること。これ以外での提
出は無効とする。 

 
２）・３） （略） 

５．説明書の内容についての質問の受付及び回答 
１） 質問は、電子入札システムにより提出する

こと。ただし、紙入札方式による場合は持
参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メー
ル等（着信を確認すること。）によること。
なお、文書には回答を受ける担当窓口の部
署、氏名、電話番号及び電子メールアドレス
を併記するものとする。 

①・② （略） 
２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か

ら７日（休日を含まない。）以内に電子入札
システムにより行う。ただし、紙入札方式に
よる場合は質問者に対して電子メール等によ
り行うほか、質問者以外の全ての参加者に対
して電子メール等により送付する。 

 
６． （略） 
７．非選定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を含まな
い。）以内に電子入札システムにより、〇〇
事務所に対して非選定理由について説明を求
めることができる。ただし、書面により通知
を受けた者は、書面（様式は自由）を持参、
郵送（書留郵便に限る。）又は電子メール等
（着信を確認すること。）によること。 

３）・４） （略） 
８．～17． （略） 

場合は持参又は郵送（書留郵便に
限る。）若しくは電送又は電子メ
ールによること。（電送又は電子
メールの場合には着信を確認する
こと。）なお、電子メールで提出
する場合は以下によること。これ
以外での提出は無効とする。 

２）・３） （略） 
５．説明書の内容についての質問の受付及び回答 

１） 質問は、電子入札システムにより提出する
こと。ただし、紙入札方式による場合は持
参、郵送（書留郵便に限る。）、電送又は電
子メール（着信を確認すること。）によるこ
と。なお、文書には回答を受ける担当窓口の
部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、電子メー
ルアドレスを併記するものとする。 

①・② （略） 
２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か

ら７日（休日を含まない。）以内に電子入札
システムにより行う。ただし、紙入札方式に
よる場合は質問者に対して電送又は電子メー
ルにより行うほか、質問者以外の全ての参加
者に対して電送または電子メールにより送付
する。 

６． （略） 
７．非選定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を含まな
い。）以内に電子入札システムにより、〇〇
事務所に対して非選定理由について説明を求
めることができる。ただし、書面により通知
を受けた者は、書面（様式は自由）を持参、
郵送（書留郵便に限る。）、電送又は電子メ
ール（着信を確認すること。）によること。 

３）・４） （略） 
８．～17． （略） 

別紙７－３ 
公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の説明書例

（建築関係建設コンサルタント業務の場合） 
（略） 

○○○○設計業務説明書 
１． （略） 
２．担当部局 

国土交通省〇〇地方整備局総務部契約課〇〇係 
住 所 〒〇〇〇－〇〇〇〇 〇〇

県〇〇市○○町○－〇 
Ｔ Ｅ Ｌ 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 
（削る）  （削る） 
電子メール 〇〇〇＠〇〇〇．〇〇．〇〇 

３． （略） 
４．参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 

１）提出方法：電子入札システムにより提出する
こと。ただし、紙入札方式による
場合は〇部を持参若しくは郵送
（書留郵便に限る。受領期限まで
に必着のこと。）又は１部を電子
メール等（着信を確認するこ

別紙７－３ 
公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の説明書例

（建築関係建設コンサルタント業務の場合） 
（略） 

○○○○設計業務説明書 
１． （略） 
２．担当部局 

国土交通省〇〇地方整備局総務部契約課〇〇係 
住 所 〒〇〇〇－〇〇〇〇 〇〇

県〇〇市○○町○－〇 
Ｔ Ｅ Ｌ 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 
Ｆ Ａ Ｘ 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 
電子メール xxxxx@xxx.mlit.go.jp 

３． （略） 
４．参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 

１）提出方法：電子入札システムにより提出する
こと。ただし、紙入札方式による
場合は〇部を持参、郵送（書留郵
便に限る。受領期限までに必着の
こと。）、又は１部を電送もしく
は電子メールで提出すること。た



 
と。）で提出すること。なお、電
子メールで提出する場合は以下に
よる。これ以外での提出は無効と
する。 

 
２）・３） （略） 

５．説明書の内容についての質問の受付及び回答 
１） 質問は、電子入札システムにより提出する

こと。ただし、紙入札方式による場合は持
参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メー
ル等（着信を確認すること。）によること。
なお、文書には回答を受ける担当窓口の部
署、氏名、電話番号及び電子メールアドレス
を併記するものとする。 

 
①・② （略） 

２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か
ら７日（ただし行政機関の休日に関する法律
（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行
政機関の休日（以下「休日」という。）を除
く。）以内に電子入札システムにより行う。
ただし、紙入札方式による場合は質問者に対
して電子メール等により行うほか、質問者以
外の全ての参加者に対して電子メール等によ
り送付する。 

６． （略） 
７．非選定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を除く。）
以内【簡易公募型の場合は５日以内とす
る。】に電子入札システムにより、〇〇地方
整備局長に対して非選定理由について説明を
求めることができる。ただし、書面により通
知を受けた者は、書面（様式は自由）を持
参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メー
ル等（着信を確認すること。）によること。 

 
３）・４） （略） 

８．～17． （略） 

だし、電送又は電子メールの場合
は、着信を確認すること。なお、
電子メールで提出する場合は以下
による。これ以外での提出は無効
とする。 

２）・３） （略） 
５．説明書の内容についての質問の受付及び回答 

１） 質問は、電子入札システムにより提出する
こと。ただし、紙入札方式による場合は持
参、郵送（書留郵便に限る。）、電送又は電
子メール（持参以外の場合は、到着又は着信
を確認すること。）によること。なお、文書
には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電
話及びＦＡＸ番号、電子メールアドレスを併
記するものとする。 

①・② （略） 
２） 質問に対する回答は、質問を受理した日か

ら７日（ただし行政機関の休日に関する法律
（昭和63年法律第91号）第１条に規定する行
政機関の休日（以下「休日」という。）を除
く。）以内に電子入札システムにより行う。
ただし、紙入札方式による場合は質問者に対
して電送又は電子メールにより行うほか、質
問者以外の全ての参加者に対して電送又は電
子メールにより送付する。 

６． （略） 
７．非選定理由に関する事項 

１） （略） 
２） 上記１）の通知を受けた者は、通知をした

日の翌日から起算して７日（休日を除く。）
以内【簡易公募型の場合は５日以内とす
る。】に電子入札システムにより、〇〇地方
整備局長に対して非選定理由について説明を
求めることができる。ただし、書面により通
知を受けた者は、書面（様式は自由）を持参
または郵送（書留郵便に限る。）、電送又は
電子メール（持参以外の場合は、到着又は着
信を確認すること。）によること。 

３）・４） （略） 
８．～17． （略） 

別紙10－１ 
参加表明書標準例（土木関係建設コンサルタント業

務等の場合） 
（様式－１） 

参加表明書 
 
業務の名称 
 
履行期限 
 
 標記業務の技術提案書に基づく選定の参加につい
て関心がありますので、技術資料を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 

国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所 
所 長   〇 〇  〇 〇 殿 

提出者） 住 所 

別紙10－１ 
参加表明書標準例（土木関係建設コンサルタント業

務等の場合） 
（様式－１） 

参加表明書 
 
業務の名称 
 
履行期限 
 
 標記業務の技術提案書に基づく選定の参加につい
て関心がありますので、技術資料を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 

国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所 
所 長   〇 〇  〇 〇 殿 

提出者） 住 所 



 
電話番号 
（削る） 
会社名 〇〇建設コンサルタント(株) 
代表者 役職名  氏名 

作成者） 担当部署 
氏名 
（削る） 
電子メール 

（設計共同体の場合は、以下のように記入するこ
と。） 

住 所 ：共同体事務所の所在地 
電話番号：共同体事務所の電話番号 
（削る） 
会社名 ：〇〇〇〇業務 

△△・〇〇設計共同体 
代表者 ：△△(株) 役職名 氏名 

〇〇(株) 役職名 氏名 

電話番号 
ＦＡＸ 
会社名 〇〇建設コンサルタント(株) 
代表者 役職名  氏名 

作成者） 担当部署 
氏名 
ＦＡＸ 
Ｅ-ｍaｉｌ 

（設計共同体の場合は、以下のように記入するこ
と。） 

住 所 ：共同体事務所の所在地 
電話番号：共同体事務所の電話番号 
ＦＡＸ ：共同体事務所のＦＡＸ 
会社名 ：〇〇〇〇業務 

△△・〇〇設計共同体 
代表者 ：△△(株) 役職名 氏名 

〇〇(株) 役職名 氏名 

別紙10－２ 
参加表明書標準例（建築関係建設コンサルタント業

務等の場合） 
（様式－１） 

参加表明書 
 
（業務名） 
 
 標記業務の技術提案書に基づく選定の参加につい
て関心がありますので、参加表明書を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 
支出負担行為担当官 
国土交通省〇〇地方整備局長 
      〇 〇 〇 〇 殿 
 

（提出者）住 所 
電話番号 
提出者名 (株)〇〇〇〇一級建築士事

務所 
代 表 者 役職名   氏   名 

（設計共同体の場合は、以下のように記入するこ
と。） 

住  所：共同設計体事務所の所在地 
電話番号：共同設計体事務所の電話番
号 
（削る） 
提出者名：〇〇〇〇設計業務 

△△・◇◇設計共同体 
代 表 者：△△(株) 役職 氏名 

◇◇(株) 役職 氏名 
（担当者）担当部署 

氏 名 
（削る） 
電子メール 
 

別紙10－２ 
参加表明書標準例（建築関係建設コンサルタント業

務等の場合） 
（様式－１） 

参加表明書 
 
（業務名） 
 
 標記業務の技術提案書に基づく選定の参加につい
て関心がありますので、参加表明書を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 
支出負担行為担当官 
国土交通省〇〇地方整備局長 
      〇 〇 〇 〇 殿 
 

（提出者）住 所 
電話番号 
提出者名 (株)〇〇〇〇一級建築士事

務所 
代 表 者 役職名   氏   名 

（設計共同体の場合は、以下のように記入するこ
と。） 

住  所：共同設計体事務所の所在地 
電話番号：共同設計体事務所の電話番
号 
Ｆ Ａ Ｘ：共同設計体事務所のＦＡＸ 
提出者名：〇〇〇〇設計業務 

△△・◇◇設計共同体 
代 表 者：△△(株) 役職 氏名 

◇◇(株) 役職 氏名 
（担当者）担当部署 

氏 名 
Ｆ Ａ Ｘ 
Ｅ-mail 
 



 
別紙13－１ 

技術提案書標準例（総合評価型の場合） 
（様式-１） 

技術提案書 
 
業務の名称 
 
履行期限 
 
 標記業務について、技術提案書を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 
国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所 
所 長   〇 〇  〇 〇 殿 

 
提出者） 住 所 

電話番号  
会 社 名 
代 表 者 役職名  氏名 

作成者） 担当部署 
氏 名 
（削る） 
電子メール 
 

別紙13－１ 
技術提案書標準例（総合評価型の場合） 

（様式-１） 
技術提案書 

 
業務の名称 
 
履行期限 
 
 標記業務について、技術提案書を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 
国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所 
所 長   〇 〇  〇 〇 殿 

 
提出者） 住 所 

電話番号  
会 社 名 
代 表 者 役職名  氏名 

作成者） 担当部署 
氏 名 
Ｆ Ａ Ｘ 
Ｅ-ｍaｉｌ 
 

別紙13－２ 
技術提案書標準例（技術者評価型の場合） 

（様式-１） 
技術提案書標準例（案） 

 
業務の名称 
 
履行期限 
 
 標記業務について、技術提案書を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 
国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所 
所 長   〇 〇  〇 〇 殿 

 
提出者） 住 所 

電話番号  
会 社 名 
代 表 者 役職名  氏名 

作成者） 担当部署 
氏 名 
（削る） 
電子メール 
 

別紙13－２ 
技術提案書標準例（技術者評価型の場合） 

（様式-１） 
技術提案書標準例（案） 

 
業務の名称 
 
履行期限 
 
 標記業務について、技術提案書を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 
国土交通省〇〇地方整備局〇〇事務所 
所 長   〇 〇  〇 〇 殿 

 
提出者） 住 所 

電話番号  
会 社 名 
代 表 者 役職名  氏名 

作成者） 担当部署 
氏 名 
Ｆ Ａ Ｘ 
Ｅ-ｍaｉｌ 
 



 
別紙13－３ 
技術提案書標準例（建築関係建設コンサルタント業

務等の場合） 
（様式１） 

技術提案書 
 
（業務名） 
 標記業務について技術提案書を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 
支出負担行為担当官 
国土交通省〇〇地方整備局長 
      〇 〇 〇 〇 殿 
 

（提出者）住 所 
電話番号 
提出者名 (株)〇〇〇〇一級建築士事

務所 
代 表 者 役職名   氏   名 

（担当者）担当部署 
氏 名 
（削る） 
電子メール 

（略） 

別紙13－３ 
技術提案書標準例（建築関係建設コンサルタント業

務等の場合） 
（様式１） 

技術提案書 
 
（業務名） 
 標記業務について技術提案書を提出します。 
 

令和  年  月  日 
 
支出負担行為担当官 
国土交通省〇〇地方整備局長 
      〇 〇 〇 〇 殿 
 

（提出者）住 所 
電話番号 
提出者名 (株)〇〇〇〇一級建築士事

務所 
代 表 者 役職名   氏   名 

（担当者）担当部署 
氏 名 
Ｆ Ａ Ｘ 
Ｅ-mail 

（略） 

 

 


